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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
　平成26年３月27日付をもって提出した有価証券届出書（平成26年４月10日、平成26年４月30日及び平成26年５月22日に提

出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。）の記載事項のうち、平成26年６月27日に有価証券報告書を関東財務

局長に提出したこと並びに同日開催の定時株主総会におけるＤ種種類株式の発行に関する議案並びに同日開催の定時株主総

会、同日開催の普通株主による種類株主総会及び同日のＡ種種類株主による種類株主総会におけるＤ種種類株式の発行に伴

い必要となる定款の一部変更に係る議案並びに同日開催の定時株主総会における資本準備金及び利益準備金の額の減少並び

に剰余金の処分に関する議案の承認に伴い、関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するもの

であります。

 

２【訂正事項】
第一部　証券情報

第１　募集要項

１　新規発行株式

２　株式募集の方法及び条件

(1）募集の方法

第３　第三者割当の場合の特記事項

３　発行条件に関する事項

６　大規模な第三者割当の必要性

第三部　参照情報

第１　参照書類

第２　参照書類の補完情報

 

（添付書類の差替え）

　新たな事業年度に係る有価証券報告書を提出したことに伴い、平成26年３月27日付をもって提出した有価証券届出書に

添付しておりました「事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移」を差し替えます。

 

（添付書類の削除）

　平成26年３月期（自平成25年４月１日　至平成26年３月31日）の業績の概要

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
 

第１【募集要項】
 

１【新規発行株式】

　　（訂正前）

＜前略＞

　（注）１　発行決議

本有価証券届出書によるＤ種種類株式（以下「本Ｄ種株式」という。）に係る募集は、平成26年３月27日開催の

取締役会決議によるものである。なお、平成26年６月27日開催予定の当社定時株主総会（以下「本定時株主総

会」という。）において、本Ｄ種株式の発行に関する議案について特別決議による承認を得ること並びに本定時

株主総会並びに同日開催予定の普通株主による種類株主総会及びＡ種種類株主による種類株主総会において本Ｄ

種株式の発行に伴い必要となる定款の一部変更に係る議案について特別決議による承認を得ることを条件とす

る。

＜中略＞

６　行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行理由等

(1）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等により資金の調達をしようとする理由

＜中略＞

⑥　募集の目的及び理由

＜中略＞

　なお、当社は、累積損失を減少させ、平成26年３月期決算における繰越利益剰余金の欠損の填補を行うため

に、平成26年３月27日開催の取締役会において、本Ｄ種株式の発行と併せて、①本Ｄ種株式発行と同時の資本

金及び資本準備金の額の減少を決議するとともに、②減少する資本金及び資本準備金の全額をその他資本剰余

金から繰越利益剰余金へ振り替える剰余金の処分に係る議案を本定時株主総会に付議すること、並びに③平成

26年３月27日現在の資本準備金及び利益準備金の額を全額減少させ、利益準備金については繰越利益剰余金に

振り替えるとともに、減少する資本準備金の全額をその他資本剰余金から繰越利益剰余金に振り替える剰余金

の処分に係る議案を本定時株主総会に付議することを決議している。

＜後略＞
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　　（訂正後）

＜前略＞

　（注）１　発行決議

本有価証券届出書によるＤ種種類株式（以下「本Ｄ種株式」という。）に係る募集は、平成26年３月27日開催の

取締役会決議によるものである。なお、平成26年６月27日開催の当社定時株主総会（以下「本定時株主総会」と

いう。）において、本Ｄ種株式の発行に関する議案について特別決議による承認を得ること並びに本定時株主総

会並びに同日開催の普通株主による種類株主総会及びＡ種種類株主による種類株主総会において本Ｄ種株式の発

行に伴い必要となる定款の一部変更に係る議案について特別決議による承認を得ることを条件とする。平成26年

６月27日開催の本定時株主総会、同日開催の普通株主による種類株主総会及び同日のＡ種種類株主による種類株

主総会において、上記の議案は全て原案どおり承認可決された。

＜中略＞

６　行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行理由等

(1）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等により資金の調達をしようとする理由

＜中略＞

⑥　募集の目的及び理由

＜中略＞

　なお、当社は、累積損失を減少させ、平成26年３月期決算における繰越利益剰余金の欠損の填補を行うため

に、平成26年３月27日開催の取締役会において、本Ｄ種株式の発行と併せて、①本Ｄ種株式発行と同時の資本

金及び資本準備金の額の減少を決議するとともに、②減少する資本金及び資本準備金の全額をその他資本剰余

金から繰越利益剰余金へ振り替える剰余金の処分に係る議案を本定時株主総会に付議すること、並びに③平成

26年３月27日現在の資本準備金及び利益準備金の額を全額減少させ、利益準備金については繰越利益剰余金に

振り替えるとともに、減少する資本準備金の全額をその他資本剰余金から繰越利益剰余金に振り替える剰余金

の処分に係る議案を本定時株主総会に付議することを決議している。平成26年６月27日開催の本定時株主総会

において、上記の議案は全て原案どおり承認可決された。

＜後略＞

 

２【株式募集の方法及び条件】

（１）【募集の方法】

　　（訂正前）

＜前略＞

　（注）２　発行価額の総額は会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上増加する資本金の額の総額で

ある。また、増加する資本準備金の額は4,250,000,000円である。なお、当社は、本定時株主総会において承認さ

れることを条件として、本Ｄ種株式の払込期日に、資本金及び資本準備金をそれぞれ4,250,000,000円及び

4,250,000,000円減少させ、減少額全額をその他資本剰余金に振り替えることを予定している。

 

　　（訂正後）

＜前略＞

　（注）２　発行価額の総額は会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上増加する資本金の額の総額で

ある。また、増加する資本準備金の額は4,250,000,000円である。なお、当社は、本定時株主総会において承認さ

れることを条件として、本Ｄ種株式の払込期日に、資本金及び資本準備金をそれぞれ4,250,000,000円及び

4,250,000,000円減少させ、減少額全額をその他資本剰余金に振り替えることを予定している。平成26年６月27日

開催の本定時株主総会において、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関する議案は原案

どおり承認可決された。
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第３【第三者割当の場合の特記事項】
 

３【発行条件に関する事項】

①　発行価格の算定根拠

　　（訂正前）

＜前略＞

　客観的な市場価格のない種類株式の公正な価値については、その計算が非常に高度かつ複雑であり、その価値評価に

ついては様々な見解があるものの、本Ｄ種株式の払込金額は、会社法上、株式を引き受けるものに特に有利な金額に該

当する可能性が高いと考えられることから、本Ｄ種株式発行については、本定時株主総会において、会社法第199条第２

項及び第３項に基づく特別決議による承認を得る予定である。

＜後略＞

 

　　（訂正後）

＜前略＞

　客観的な市場価格のない種類株式の公正な価値については、その計算が非常に高度かつ複雑であり、その価値評価に

ついては様々な見解があるものの、本Ｄ種株式の払込金額は、会社法上、株式を引き受けるものに特に有利な金額に該

当する可能性が高いと考えられることから、本Ｄ種株式発行については、本定時株主総会において、会社法第199条第２

項及び第３項に基づく特別決議による承認を得ている。

＜後略＞

 

６【大規模な第三者割当の必要性】

　　（訂正前）

＜前略＞

　なお、本Ｄ種株式の発行については、本定時株主総会において、株主の皆様の特別決議による承認を得る予定である。

 

　　（訂正後）

＜前略＞

　なお、本Ｄ種株式の発行については、本定時株主総会において、株主の皆様の特別決議による承認を得ている。
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第三部【参照情報】
 

第１【参照書類】
 

　会社の概況及び事業の概況等法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

　　（訂正前）

１【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第66期（自平成24年４月１日　至平成25年３月31日）　平成25年６月27日　関東財務局長に提出

 

２【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第67期第１四半期（自平成25年４月１日　至平成25年６月30日）　平成25年８月14日　関東財務局長に提出

 

３【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第67期第２四半期（自平成25年７月１日　至平成25年９月30日）　平成25年11月14日　関東財務局長に提出

 

４【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第67期第３四半期（自平成25年10月１日　至平成25年12月31日）　平成26年２月13日　関東財務局長に提出

 

５【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本届出書の訂正届出書提出日（平成26年４月30日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成25年７月３日に関

東財務局長に提出

 

６【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本届出書の訂正届出書提出日（平成26年４月30日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号の規定に基づく臨時報告書を平成25年７月31日に関東財

務局長に提出

 

７【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本届出書の訂正届出書提出日（平成26年４月30日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号並びに第19号の規定に基づく臨時報告書を平成25年８月

14日に関東財務局長に提出

 

８【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本届出書の訂正届出書提出日（平成26年４月30日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号の規定に基づく臨時報告書を平成25年10月２日に関東財

務局長に提出

 

９【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本届出書の訂正届出書提出日（平成26年４月30日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号の規定に基づく臨時報告書を平成25年11月14日に関東財

務局長に提出
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１０【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本届出書の訂正届出書提出日（平成26年４月30日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号並びに第19号の規定に基づく臨時報告書を平成25年12月

９日に関東財務局長に提出

 

１１【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本届出書の訂正届出書提出日（平成26年４月30日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号並びに第19号の規定に基づく臨時報告書を平成25年12月

13日に関東財務局長に提出

 

１２【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本届出書の訂正届出書提出日（平成26年４月30日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の規定に基づく臨時報告書を平成26年２月21日に関東財

務局長に提出

 

１３【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本届出書の訂正届出書提出日（平成26年４月30日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号の規定に基づく臨時報告書を平成26年４月10日に関東財

務局長に提出

 

１４【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本届出書の訂正届出書提出日（平成26年４月30日）までに、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号並びに第19号の規定に基づく臨時報告書を平成26年４月

30日に関東財務局長に提出

 

　　（訂正後）

１【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第67期（自平成25年４月１日　至平成26年３月31日）　平成26年６月27日　関東財務局長に提出

 

第２【参照書類の補完情報】
 

　　（訂正前）

　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載された

「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後本届出書提出日（平成26年３月27日）までの間において

変更その他の事由は生じていない。

　また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本届出書提出日現在においてもその

判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項も存在しない。

 

　　（訂正後）

　上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日

以後本届出書の訂正届出書提出日（平成26年６月27日）までの間において変更その他の事由は生じていない。

　また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本届出書の訂正届出書提出日現在にお

いてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項も存在しない。
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